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川島町の小中一貫教育に関しましては、「川島町小中一貫教育推進協議会」において、専門部会（各

学校の教務主任など）を中心に、研究、協議が行われています。 

協議会では、令和７年度から小中一貫教育をスタートするため、昨年度に、小中一貫教育の目標に

ついて検討を行いましたが、教育委員会は、この検討結果に基づいて、昨年７月に「川島町小中一貫

教育基本方針」を策定しました。（イメージ図） 

このようなことから、協議会は、昨年８月から、教育委員会が策定した基本方針に基づいて、小中

一貫教育を推進するための具体的な取組などについて、引き続き検討してきました。 協議会は、こ

の度検討を終えたことから、この内容について皆さんにお知らせします。 

 

◆検討内容（小中一貫教育推進にかかる取組み） 

１ 小中一貫教育校の日課表 

２ 小中学校教員による乗入れ授業 

３ 小・小合同事業 

４ 小・中合同事業 

 

 ◆川島町小中一貫教育基本方針（イメージ図） 
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教員の皆さんが取り組む内容（案）となりますが、来

年度、一部試行しながらさらに検討を続けます。そこ

で内容（２～４頁）をご覧いただき、何かありました

ら、教務主任の先生にお伝えください。 
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 小中一貫教育推進にかかる取組み検討内容（令和５年度検討結果）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み(3本柱) Ｂグループ（中山小・伊草小・西中） Ａグループ（つばさ小・川島中） 

小・中学校教員 

による乗入れ授業 

・令和６年度から試行的に、中学校教員による小学校への乗入れ授業を 

実施する。音楽・図工・体育・理科を中心に、学期に１～２回程度 

・令和６年度の実施状況を基に、令和７年度以降の乗入れ授業について

検討を続ける。 

 

・令和６年度中に検討し、令和７年度から実施する予定 

・令和６年度中のＢグループにおける実施状況を参考しながら 

・令和７年度以降の乗入れ授業について検討する。 

小・小合同事業 

・令和６年度から、中山小、伊草小で合同事業を行い、令和７年度 

 以降は、つばさ小学校との交流も行う。（遠足や校外学習が考え 

られる。） 

・オンラインでの交流（遠隔教育）も検討する。 

 

・令和６年度も、つばさ南小、つばさ北小で修学旅行（６年生）と

宿泊学習（５年生）を継続する。 

・令和７年度から、中山小･伊草小との交流を行う。（遠足や校外

学習が考えられる。） 

・オンラインでの交流（遠隔教育）も検討する。 

 

小・中合同事業 

① 小学生による中学生の合唱コンクール鑑賞 

・リハーサルを小学生が鑑賞。対象は、中山小６年生、伊草小５･６年 

 生  

・伊草小は、隔年で、川中、西中交互に鑑賞校を変更する。 

・令和６年度は川中リハーサルを鑑賞（Ｒ６.１０.１８） 

・西中リハーサルは、今後日程調整  

 

① 小学生による中学生の合唱コンクール鑑賞 

リハーサルを小学生が鑑賞。対象は、つばさ南小、つばさ北小 

５･６年生 川中リハーサルＲ６.１０.１８ 

② 小学生による中学校の文化祭見学（Ｒ６.９.６） 

    対象は、つばさ南小、つばさ北小５･６年生 

③ 令和６年度中に、部活動見学や縦割り活動の検討も行う。 

 

伊草小 

中山小 西中 

【施設一体型・小中一貫教育校】Ａグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川島中 つばさ小 

小・小合同事業 小・小合同事業 

乗入れ授業 

乗入れ授業 

【施設分離型・小中一貫教育校】Ｂグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 伊草小は、Ａグループにも関わる。 

 

乗入れ授業 

乗入れ授業 

小・中合同事業 小・中合同事業 

小・中合同事業 小・中合同事業 
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